
 

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日 

内
灘
町
告
示
第 

 

十 
 
 

号 

 
内
灘
町
最
低
制
限
価
格
算
出
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

  

内
灘
町
最
低
制
限
価
格
算
出
要
綱
（
平
成
二
十
五
年
内
灘
町
告
示
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
案 

現
行 

内
灘
町
最
低
制
限
価
格
算
出
要
綱 

内
灘
町
最
低
制
限
価
格
算
出
要
綱 

平
成
二
十
五
年
六
月
七
日 

平
成
二
十
五
年
六
月
七
日 

告
示
第
三
十
四
号 

告
示
第
三
十
四
号 

 
 

第
一
条 

略 

第
一
条 

略 

（
最
低
制
限
価
格
の
算
出
方
法
） 

（
最
低
制
限
価
格
の
算
出
方
法
） 

第
二
条 

財
務
規
則
第
六
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
予

定
価
格
が
百
三
十
万
円
以
上
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係

る
最
低
制
限
価
格
の
算
出
方
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
工
事
の
種
別
（
当
該
工
事
の
予
定
価
格
算
出
の
基
礎

と
し
た
設
計
書
等
（
以
下
「
設
計
書
等
」
と
い
う
。
）

に
係
る
工
事
の
種
別
を
い
う
。
）
に
応
じ
、
設
計
書
等

に
基
づ
き
算
出
し
た
当
該
各
号
に
掲
げ
る
額
（
そ
の
額

に
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切

り
捨
て
た
額
）
に
百
分
の
百
八
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す

る
。
た
だ
し
、
そ
の
額
が
予
定
価
格
に
十
分
の
九
を
乗

じ
て
得
た
額
を
超
え
る
場
合
は
当
該
予
定
価
格
に
十
分

の
九
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
、
予
定
価
格
に
十
分
の
七

を
乗
じ
て
得
た
額
に
満
た
な
い
場
合
は
当
該
予
定
価
格

に
十
分
の
七
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

第
二
条 

財
務
規
則
第
六
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
予

定
価
格
が
百
三
十
万
円
以
上
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係

る
最
低
制
限
価
格
の
算
出
方
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
工
事
の
種
別
（
当
該
工
事
の
予
定
価
格
算
出
の
基
礎

と
し
た
設
計
書
等
（
以
下
「
設
計
書
等
」
と
い
う
。
）

に
係
る
工
事
の
種
別
を
い
う
。
）
に
応
じ
、
設
計
書
等

に
基
づ
き
算
出
し
た
当
該
各
号
に
掲
げ
る
額
（
そ
の
額

に
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切

り
捨
て
た
額
）
に
百
分
の
百
八
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す

る
。
た
だ
し
、
そ
の
額
が
予
定
価
格
に
十
分
の
九
を
乗

じ
て
得
た
額
を
超
え
る
場
合
は
当
該
予
定
価
格
に
十
分

の
九
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
、
予
定
価
格
に
十
分
の
七

を
乗
じ
て
得
た
額
に
満
た
な
い
場
合
は
当
該
予
定
価
格

に
十
分
の
七
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

一 

土
木
工
事 

次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額 

一 

土
木
工
事 

次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額 

ア 

直
接
工
事
費
の
額
に
十
分
の
九
・
五
を
乗
じ
て

得
た
額 

ア 

直
接
工
事
費
の
額
に
十
分
の
九
・
五
を
乗
じ
て

得
た
額 

イ 

共
通
仮
設
費
の
額
に
十
分
の
九
を
乗
じ
て
得
た

額 

イ 

共
通
仮
設
費
の
額
に
十
分
の
九
を
乗
じ
て
得
た

額 

ウ 

現
場
管
理
費
の
額
に
十
分
の
九
を
乗
じ
て
得
た

額 

ウ 

現
場
管
理
費
の
額
に
十
分
の
八
を
乗
じ
て
得
た

額 

エ 

一
般
管
理
費
の
額
に
十
分
の
五
・
五
を
乗
じ
て

得
た
額 

エ 

一
般
管
理
費
の
額
に
十
分
の
五
・
五
を
乗
じ
て

得
た
額 

二 

建
築
工
事
及
び
設
備
そ
の
他
工
事 

次
に
掲
げ
る

額
の
合
算
額 

二 

建
築
工
事
及
び
設
備
そ
の
他
工
事 

次
に
掲
げ
る

額
の
合
算
額 

ア 

直
接
工
事
費
に
十
分
の
八
・
五
を
乗
じ
て
得
た

ア 

直
接
工
事
費
に
十
分
の
八
・
五
を
乗
じ
て
得
た



 

額
に
十
分
の
九
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額 

額
に
十
分
の
九
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額 

イ 

共
通
仮
設
費
の
額
に
十
分
の
九
を
乗
じ
て
得
た

額 

イ 

共
通
仮
設
費
の
額
に
十
分
の
九
を
乗
じ
て
得
た

額 

ウ 

直
接
工
事
費
に
十
分
の
一
・
五
を
乗
じ
て
得
た

額
と
現
場
管
理
費
の
額
の
合
算
額
に
十
分
の
九
を

乗
じ
て
得
た
額 

ウ 

直
接
工
事
費
に
十
分
の
一
・
五
を
乗
じ
て
得
た

額
と
現
場
管
理
費
の
額
の
合
算
額
に
十
分
の
八
を

乗
じ
て
得
た
額 

エ 

一
般
管
理
費
の
額
に
十
分
の
五
・
五
を
乗
じ
て

得
た
額 

エ 

一
般
管
理
費
の
額
に
十
分
の
五
・
五
を
乗
じ
て

得
た
額 

２ 

略 

２ 

略 

第
三
条
～
第
五
条 

略 

第
三
条
～
第
五
条 

略 

 
 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


